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(57)【要約】
【課題】観測面内の流れの状態をわかり易く表示するこ
とができる面内流れ表示装置を提供すること。
【解決手段】面内流れ表示装置としての超音波診断装置
において、反射波信号に基づいて生体組織の超音波画像
７１が表示される。超音波画像７１の表示領域に対応し
た観測面内の各測定点について、ドプラ効果による血流
情報に基づいて血流の流速ベクトルが求められる。流速
ベクトルの大きさについて対数変換を用いた補正演算が
行われ、その演算値に比例したサイズとなるよう矢印７
０の表示サイズが決定されて矢印７０の画像データが生
成される。超音波画像７１の表示領域において、流速ベ
クトルの大きさに応じて対数圧縮されたかたちで矢印７
０が表示される。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元の流れが存在する観測対象物に対して観測波を送信したときの前記観測対象物か
らの反射波もしくは透過波の受信信号、または前記観測対象物が自ら発した出力波の受信
信号のいずれかを観測波信号として取得し、前記観測波信号に基づいて前記観測対象物の
画像である基本画像を表示するとともに、前記三次元の流れの中に設定した二次元の観測
面内における流れの向き及び速さを示す有方向性画像を前記基本画像に重ね合わせて表示
する面内流れ表示装置であって、
　前記観測波信号に基づいて、前記二次元の観測面内における各測定点での二次元速度ベ
クトルを算出するベクトル算出手段と、
　前記二次元速度ベクトルの大小に応じた前記有方向性画像の表示サイズを基本演算式を
用いて決定する第１表示サイズ演算手段と、
　前記基本演算式とは異なる補正演算式を用い、前記二次元速度ベクトルが大きくなるほ
ど前記基本演算式による表示サイズよりも小さくかつ前記二次元速度ベクトルが小さくな
るほど前記基本演算式による表示サイズよりも大きくなるように前記有方向性画像の表示
サイズを決定し、あるいは、前記二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のと
きには前記基本演算式によるその上限値での表示サイズと等しくかつ前記二次元速度ベク
トルがあらかじめ定めた下限値以下のときには前記基本演算式によるその下限値での表示
サイズと等しくなるように前記有方向性画像の表示サイズを決定する第２表示サイズ演算
手段と、
　前記第１表示サイズ演算手段または前記第２表示サイズ演算手段が決定した前記表示サ
イズと前記二次元速度ベクトルとに基づいて、前記基本画像に重ねて表示するための前記
有方向性画像の画像データを生成する画像データ生成手段と
を備えたことを特徴とする面内流れ表示装置。
【請求項２】
　前記第１表示サイズ演算手段及び前記第２表示サイズ演算手段の少なくとも一方のサイ
ズ演算手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさについて対数変換を用いた補正演算を行
い、その演算値に比例したサイズとなるよう前記表示サイズを決定することを特徴とする
請求項１に記載の面内流れ表示装置。
【請求項３】
　前記画像データ生成手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさが下限値から上限値まで
の規定範囲内である前記測定点では、あらかじめ決められた規定色の前記画像データを生
成する一方、前記二次元速度ベクトルの大きさが前記規定範囲外である前記測定点では、
前記規定色とは異なる色の前記画像データを生成することを特徴とする請求項１または２
に記載の面内流れ表示装置。
【請求項４】
　前記画像データ生成手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさが前記上限値以上である
前記測定点では、前記二次元速度ベクトルの大きさに応じて色を変えて前記有方向性画像
の画像データを生成することを特徴とする請求項３に記載の面内流れ表示装置。
【請求項５】
　前記画像データ生成手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさが下限値以下である前記
測定点では、前記二次元速度ベクトルの大きさに応じて色を変えて前記有方向性画像の画
像データを生成することを特徴とする請求項３または４に記載の面内流れ表示装置。
【請求項６】
　前記画像データ生成手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさが前記規定範囲内である
前記測定点において、前記二次元速度ベクトルの大きさが前記規定範囲内に設定された基
準値よりも大きい場合と小さい場合とで異なる色の前記有方向性画像の画像データを生成
することを特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載の面内流れ表示装置。
【請求項７】
　前記画像データ生成手段は、前記有方向性画像の中心位置が前記測定点と一致するよう



(3) JP 2015-73801 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

に前記有方向性画像の画像データを生成することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
１項に記載の面内流れ表示装置。
【請求項８】
　生体組織に対して超音波を送受信して得た反射波信号に基づいて、前記生体組織におけ
る二次元の観測面の超音波画像を表示するとともに、前記二次元の観測面における血流の
向き及び速さを示す有方向性画像を前記超音波画像に重ね合わせて表示する面内流れ表示
機能を有する超音波血流表示装置であって、
　前記反射波信号を周波数解析することでドプラ効果による血流情報を求め、その血流情
報に基づいて、前記観測面内における各測定点での二次元の血流速度ベクトルを算出する
ベクトル算出手段と、
　前記血流速度ベクトルの大小に応じた前記有方向性画像の表示サイズを基本演算式を用
いて決定する第１表示サイズ演算手段と、
　前記基本演算式とは異なる補正演算式を用い、前記血流速度ベクトルが大きくなるほど
前記基本演算式による表示サイズよりも小さくかつ前記血流速度ベクトルが小さくなるほ
ど前記基本演算式による表示サイズよりも大きくなるように前記有方向性画像の表示サイ
ズを決定し、あるいは、前記血流速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときには
前記基本演算式によるその上限値での表示サイズと等しくかつ前記血流速度ベクトルがあ
らかじめ定めた下限値以下のときには前記基本演算式によるその下限値での表示サイズと
等しくなるように前記有方向性画像の表示サイズを決定する第２表示サイズ演算手段と、
　前記第１表示サイズ演算手段または前記第２表示サイズ演算手段が決定した前記表示サ
イズと前記血流速度ベクトルとに基づいて、前記超音波画像に重ねて表示するための前記
有方向性画像の画像データを生成する画像データ生成手段と
を備えたことを特徴とする超音波血流表示装置。
【請求項９】
　三次元の流れが存在する観測対象物に対して観測波を送信したときの前記観測対象物か
らの反射波もしくは透過波の受信信号、または前記観測対象物が自ら発した出力波の受信
信号のいずれかを観測波信号として取得し、前記観測波信号に基づいて前記観測対象物の
画像である基本画像を表示するとともに、前記三次元の流れの中に設定した二次元の観測
面内における流れの向き及び速さを示す有方向性画像を前記基本画像に重ね合わせて表示
する面内流れ表示方法であって、
　前記観測波信号に基づいて、前記二次元の観測面内における各測定点での二次元速度ベ
クトルを算出するベクトル算出ステップと、
　前記二次元速度ベクトルの大小に応じた前記有方向性画像の表示サイズを基本演算式を
用いて決定する第１表示サイズ演算ステップと、
　前記基本演算式とは異なる補正演算式を用い、前記二次元速度ベクトルが大きくなるほ
ど前記基本演算式による表示サイズよりも小さくかつ前記二次元速度ベクトルが小さくな
るほど前記基本演算式による表示サイズよりも大きくなるように前記有方向性画像の表示
サイズを決定し、あるいは、前記二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のと
きには前記基本演算式によるその上限値での表示サイズと等しくかつ前記二次元速度ベク
トルがあらかじめ定めた下限値以下のときには前記基本演算式によるその下限値での表示
サイズと等しくなるように前記有方向性画像の表示サイズを決定する第２表示サイズ演算
ステップと、
　前記第１表示サイズ演算ステップまたは前記第２表示サイズ演算ステップで決定した前
記表示サイズと前記二次元速度ベクトルとに基づいて、前記基本画像に重ねて表示するた
めの前記有方向性画像の画像データを生成する画像データ生成ステップと
を含むことを特徴とする面内流れ表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波などの観測波信号に基づいて観測面内の流れの状態を表示する面内流



(4) JP 2015-73801 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

れ表示装置及びその表示方法、超音波血流表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、観測面内における流れの情報（速さや方向）をリアルタイムに取得して表示する
観測装置として、気象レーダや超音波診断装置などが実用化されている。気象レーダは、
気象状況を観測するための装置であり、アンテナから電磁波を放射し、反射して返ってく
る電磁波を分析することで風速や風向きなどを観測している。
【０００３】
　また、超音波診断装置の具体例としては、例えば特許文献１や非特許文献１等にて提案
されている。特許文献１や非特許文献１に開示されている観測装置では、超音波のドプラ
効果を利用して二次元の観測面内における血流情報（ビーム方向の速度成分）を取得し、
その血流情報に基づいて、超音波のビーム方向に直交する方向の速度成分（二次元速度ベ
クトル）を求めている。また、非特許文献１では、心臓のカラードプラ画像において、点
と線とを用いて血流の二次元速度ベクトルを表示している。この場合、点と線とは簡単な
図形であるため、表示処理の負荷が軽減され、複数の二次元速度ベクトルが比較的短時間
で表示される。
　ところで、近年の観測装置では、コンピュータの処理能力が高まり、表示処理に利用可
能なメモリサイズも大きくなってきている。このため、血流等の二次元速度ベクトルを点
と線とではなく、サイズの異なる矢印を用いて二次元速度ベクトルを表示させることが可
能となってきている。二次元速度ベクトルを矢印で表示すると、点と線とを用いて二次元
速度ベクトルを表示する場合と比較して二次元速度ベクトルの向きがわかり易くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４６９８６８６号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｏｈｔｓｕｋｉ，Ｓ．ａｎｄ Ｔａｎａｋａ，Ｍ．「Ｔｈｅ Ｆｌｏｗ 
Ｖｅｌｏｃｉｔｙ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｄｏｐｐｌｅｒ Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｎ ａ Ｐｌａｎｅ ｉｎ Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ Ｆｌ
ｏｗ」２００６ Ｔｈｅ Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｏｆ Ｊａｐａｎ 
ａｎｄ Ｏｈｍｓｈａ，Ｌｔｄ．Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ，Ｖ
ｏｌ．９，Ｎｏ．１（２００６）６９－８２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、ゆっくりと流れる全体的な流れの中に速い流れの急激な変化がある場合、上
述した表示方法では、全体的な流れと方向の異なる流れとを瞬時に区別して認識すること
は困難である。具体的には、二次元の観測面内において、流れの二次元速度ベクトルのダ
イナミックレンジ（ベクトルの最小値と最大値との比率）が大きい場合、ベクトルの大き
さに応じてサイズの異なる矢印を表示すると、流れの状態がわかり難くなることがある。
ここで、例えば心臓の血流速度ベクトルを表示する場合、例えば０．１ｍ／ｓｅｃの最小
血流から５ｍ／ｓｅｃの最大血流までの把握が必要となる。また、心臓内における血流速
度ベクトルの変化の周期は約１秒であり、大きさや方向がリアルタイムで変化する。従っ
て、図２３に示されるように、超音波画像７１上において、血流速度ベクトルが大きくそ
れに応じたサイズの大きな矢印７０を表示すると、大きな矢印７０によってその周辺で表
示すべき矢印７０が隠れてしまう。また、図２４に示されるように、大きなベクトルの矢
印７０を基準として矢印７０が重ならないようにサイズ変更を行うと、小さなベクトルの
矢印７０のサイズが小さくなりすぎて、ベクトルの変化がわかり難くなる。さらに、心臓
内の血流速度ベクトルは、大きさや方向がリアルタイムで変化するため、その変化によっ
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て矢印７０の表示が見難くなるといった問題も生じる。
【０００７】
　また、例えば気象レーダを用いて竜巻を観測する場合でも、風速や風向きを示す二次元
速度ベクトルのダイナミックレンジが大きくなり、かつリアルタイムで速度ベクトルの向
きや大きさが急激に変化する。このため、速度ベクトルが大きな竜巻とその周辺の比較的
速度ベクトルが小さな風の流れとを、瞬時に区別して認識することは困難である。
【０００８】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、観測面内の流れの状態
をわかり易く表示することができる面内流れ表示装置及び面内流れ表示方法を提供するこ
とにある。また、別の目的は、観測面内の血流の状態をわかり易く表示することができる
超音波血流表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、三次元の流れが存在する観測対
象物に対して観測波を送信したときの前記観測対象物からの反射波もしくは透過波の受信
信号、または前記観測対象物が自ら発した出力波の受信信号のいずれかを観測波信号とし
て取得し、前記観測波信号に基づいて前記観測対象物の画像である基本画像を表示すると
ともに、前記三次元の流れの中に設定した二次元の観測面内における流れの向き及び速さ
を示す有方向性画像を前記基本画像に重ね合わせて表示する面内流れ表示装置であって、
前記観測波信号に基づいて、前記二次元の観測面内における各測定点での二次元速度ベク
トルを算出するベクトル算出手段と、前記二次元速度ベクトルの大小に応じた前記有方向
性画像の表示サイズを基本演算式を用いて決定する第１表示サイズ演算手段と、前記基本
演算式とは異なる補正演算式を用い、前記二次元速度ベクトルが大きくなるほど前記基本
演算式による表示サイズよりも小さくかつ前記二次元速度ベクトルが小さくなるほど前記
基本演算式による表示サイズよりも大きくなるように前記有方向性画像の表示サイズを決
定し、あるいは、前記二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときには前記
基本演算式によるその上限値での表示サイズと等しくかつ前記二次元速度ベクトルがあら
かじめ定めた下限値以下のときには前記基本演算式によるその下限値での表示サイズと等
しくなるように前記有方向性画像の表示サイズを決定する第２表示サイズ演算手段と、前
記第１表示サイズ演算手段または前記第２表示サイズ演算手段が決定した前記表示サイズ
と前記二次元速度ベクトルとに基づいて、前記基本画像に重ねて表示するための前記有方
向性画像の画像データを生成する画像データ生成手段とを備えたことを特徴とする面内流
れ表示装置をその要旨とする。
【００１０】
　請求項１に記載の発明によると、ベクトル算出手段により、観測対象物を観測するため
の観測波信号に基づいて、二次元の観測面内における各測定点での二次元速度ベクトルが
算出される。そして、第１表示サイズ演算手段では、二次元速度ベクトルの大小に応じた
有方向性画像の表示サイズが基本演算式を用いて決定される。さらに、第２表示サイズ演
算手段では、第１表示サイズ演算手段の基本演算式とは異なる補正演算式を用いて有方向
性画像の表示サイズが決定される。具体的には、第２表示サイズ演算手段では、二次元速
度ベクトルが大きくなるほど基本演算式による表示サイズよりも小さくかつ二次元速度ベ
クトルが小さくなるほど基本演算式による表示サイズよりも大きくなるように有方向性画
像の表示サイズが決定される。あるいは、第２表示サイズ演算手段において、二次元速度
ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときには基本演算式によるその上限値での表示
サイズと等しくかつ二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた下限値以下のときには基本演
算式によるその下限値での表示サイズと等しくなるように有方向性画像の表示サイズが決
定される。その後、画像データ生成手段では、第１表示サイズ演算手段または第２表示サ
イズ演算手段が決定した表示サイズと二次元速度ベクトルとに基づいて、有方向性画像の
画像データが生成される。そして、その有方向性画像の画像データを用いることで、三次
元の流れが存在する観測対象物の基本画像に有方向性画像が重ね合わせて表示される。こ
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のようにすると、二次元速度ベクトルのダイナミックレンジ（ベクトルの最小値と最大値
との比率）に応じて、有方向性画像の表示サイズを第１表示サイズ演算手段によるサイズ
と第２表示サイズ演算手段によるサイズとで切り換えることが可能となる。このため、有
方向性画像が大きくなりすぎて、基本画像が見難くなったり、見たい有方向性画像が重な
ってベクトルの向きが見難くなったりするといった問題を回避することができる。また、
有方向性画像が小さくなりすぎて二次元速度ベクトルの方向がわからなくなるといった問
題も回避することができる。このように、本発明によれば、観測面内の流れの状態をわか
り易く表示することができる。
【００１１】
　なお、本発明において有方向性画像とは、形状及びサイズによってベクトルの方向や大
きさを示すことが可能な画像であり、矢印などを挙げることができる。有方向性画像とし
て矢印を用いると、二次元速度ベクトルの方向や大きさを正確に表すことができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記第１表示サイズ演算手段及び前記第
２表示サイズ演算手段の少なくとも一方のサイズ演算手段は、前記二次元速度ベクトルの
大きさについて対数変換を用いた補正演算を行い、その演算値に比例したサイズとなるよ
う前記表示サイズを決定することをその要旨とする。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によると、二次元速度ベクトルの大きさに応じて対数圧縮された
かたちで有方向性画像を表示することができる。このようにすると、比較的小さなベクト
ルから大きなベクトルまで有方向性画像のサイズで確認することができる。従って、ゆっ
くりと流れる全体的な流れの中に速い流れの急激な変化がある場合でも、全体的な流れと
方向の異なる速い流れとを瞬時に区別して認識することができる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２において、前記画像データ生成手段は、前
記二次元速度ベクトルの大きさが下限値から上限値までの規定範囲内である前記測定点で
は、あらかじめ決められた規定色の前記画像データを生成する一方、前記二次元速度ベク
トルの大きさが前記規定範囲外である前記測定点では、前記規定色とは異なる色の前記画
像データを生成することをその要旨とする。
【００１５】
　請求項３に記載の発明によると、二次元速度ベクトルの大きさが下限値から上限値まで
の規定範囲内である測定点では、有方向性画像の大きさに基づいて二次元速度ベクトルの
大きさを確認することができる。また、二次元速度ベクトルの大きさが上限値を超えた測
定点や下限値未満の測定点では、有方向性画像の色によってその旨を判断できる。このた
め、観測面内の流れの状態をわかり易く表示することができ、比較的遅い全体的な流れと
方向の異なる速い流れとを認識することができる。
【００１６】
　請求項４に記載の発明は、請求項３において、前記画像データ生成手段は、前記二次元
速度ベクトルの大きさが前記上限値以上である前記測定点では、前記二次元速度ベクトル
の大きさに応じて色を変えて前記有方向性画像の画像データを生成することをその要旨と
する。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によると、二次元速度ベクトルが上限値よりも大きい場合には、
有方向性画像の色に応じてベクトルの大きさを確認することができる。このため、観測面
内の流れの状態をわかり易く表示することができ、比較的遅い全体的な流れと方向の異な
る速い流れとを認識することができる。
【００１８】
　請求項５に記載の発明は、請求項３または４において、前記画像データ生成手段は、前
記二次元速度ベクトルの大きさが下限値以下である前記測定点では、前記二次元速度ベク
トルの大きさに応じて色を変えて前記有方向性画像の画像データを生成することをその要
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旨とする。
【００１９】
　請求項５に記載の発明によると、二次元速度ベクトルが下限値よりも小さい場合には、
有方向性画像の色に応じてベクトルの大きさを確認することができるため、観測面内の流
れの状態をわかり易く表示することができる。
【００２０】
　請求項６に記載の発明は、請求項３乃至５のいずれか１項において、前記画像データ生
成手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさが前記規定範囲内である前記測定点において
、前記二次元速度ベクトルの大きさが前記規定範囲内に設定された基準値よりも大きい場
合と小さい場合とで異なる色の前記有方向性画像の画像データを生成することをその要旨
とする。
【００２１】
　請求項６に記載の発明によると、二次元速度ベクトルの大きさが規定範囲内である場合
、二次元速度ベクトルが基準値よりも大きいか否かを有方向性画像の色により判断するこ
とができる。具体的には、例えば遅い流れを寒色系の色で表示し、速い流れを暖色系の色
で表示すると、観測面内の流れの状態をわかり易く表示することができる。このため、比
較的遅い全体的な流れと方向の異なる速い流れとを確実に認識することができる。
【００２２】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６のいずれか１項において、前記画像データ生
成手段は、前記有方向性画像の中心位置が前記測定点と一致するように前記有方向性画像
の画像データを生成することをその要旨とする。
【００２３】
　請求項７に記載の発明によると、有方向性画像の中心位置（重心）が測定点と一致する
ように有方向性画像の画像データが生成されるので、各測定点での流れの方向を有方向性
画像が示す方向によって正確に表示することができる。
【００２４】
　請求項８に記載の発明は、生体組織に対して超音波を送受信して得た反射波信号に基づ
いて、前記生体組織における二次元の観測面の超音波画像を表示するとともに、前記二次
元の観測面における血流の向き及び速さを示す有方向性画像を前記超音波画像に重ね合わ
せて表示する面内流れ表示機能を有する超音波血流表示装置であって、前記反射波信号を
周波数解析することでドプラ効果による血流情報を求め、その血流情報に基づいて、前記
観測面内における各測定点での二次元の血流速度ベクトルを算出するベクトル算出手段と
、前記血流速度ベクトルの大小に応じた前記有方向性画像の表示サイズを基本演算式を用
いて決定する第１表示サイズ演算手段と、前記基本演算式とは異なる補正演算式を用い、
前記血流速度ベクトルが大きくなるほど前記基本演算式による表示サイズよりも小さくか
つ前記血流速度ベクトルが小さくなるほど前記基本演算式による表示サイズよりも大きく
なるように前記有方向性画像の表示サイズを決定し、あるいは、前記血流速度ベクトルが
あらかじめ定めた上限値以上のときには前記基本演算式によるその上限値での表示サイズ
と等しくかつ前記血流速度ベクトルがあらかじめ定めた下限値以下のときには前記基本演
算式によるその下限値での表示サイズと等しくなるように前記有方向性画像の表示サイズ
を決定する第２表示サイズ演算手段と、前記第１表示サイズ演算手段または前記第２表示
サイズ演算手段が決定した前記表示サイズと前記血流速度ベクトルとに基づいて、前記超
音波画像に重ねて表示するための前記有方向性画像の画像データを生成する画像データ生
成手段とを備えたことを特徴とする超音波血流表示装置をその要旨とする。
【００２５】
　請求項８に記載の発明によると、ベクトル算出手段により、反射波信号を周波数解析す
ることでドプラ効果による血流情報が求められ、その血流情報に基づいて、二次元の観測
面内における各測定点での血流速度ベクトルが算出される。そして、第１表示サイズ演算
手段では、血流速度ベクトルの大小に応じた有方向性画像の表示サイズが基本演算式を用
いて決定される。さらに、第２表示サイズ演算手段では、第１表示サイズ演算手段の基本
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演算式とは異なる補正演算式を用いて有方向性画像の表示サイズが決定される。具体的に
は、第２表示サイズ演算手段では、血流速度ベクトルが大きくなるほど基本演算式による
表示サイズよりも小さくかつ二次元速度ベクトルが小さくなるほど基本演算式による表示
サイズよりも大きくなるように有方向性画像の表示サイズが決定される。あるいは、第２
表示サイズ演算手段において、血流速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときに
は基本演算式によるその上限値での表示サイズと等しくかつ血流速度ベクトルがあらかじ
め定めた下限値以下のときには基本演算式によるその下限値での表示サイズと等しくなる
ように有方向性画像の表示サイズが決定される。その後、画像データ生成手段では、第１
表示サイズ演算手段または第２表示サイズ演算手段が決定した表示サイズと血流速度ベク
トルとに基づいて、有方向性画像の画像データが生成される。そして、その有方向性画像
の画像データを用いることで、血流が存在する生体組織の超音波画像に有方向性画像が重
ね合わせて表示される。このようにすると、血流速度ベクトルのダイナミックレンジに応
じて、有方向性画像の表示サイズを第１表示サイズ演算手段によるサイズと第２表示サイ
ズ演算手段によるサイズとで切り換えることが可能となる。このため、有方向性画像が大
きくなりすぎて、超音波画像が見難くなったり、見たい有方向性画像が重なって血流速度
ベクトルの向きが見難くなったりするといった問題を回避することができる。また、有方
向性画像が小さくなりすぎて血流速度ベクトルの方向がわからなくなるといった問題も回
避することができる。このように、血流速度ベクトルに応じた矢印を超音波画像上に加え
ることにより、血流の状態をわかり易く表示することができ、超音波画像診断を迅速に行
うことが可能となる。
【００２６】
　請求項９に記載の発明は、三次元の流れが存在する観測対象物に対して観測波を送信し
たときの前記観測対象物からの反射波もしくは透過波の受信信号、または前記観測対象物
が自ら発した出力波の受信信号のいずれかを観測波信号として取得し、前記観測波信号に
基づいて前記観測対象物の画像である基本画像を表示するとともに、前記三次元の流れの
中に設定した二次元の観測面内における流れの向き及び速さを示す有方向性画像を前記基
本画像に重ね合わせて表示する面内流れ表示方法であって、前記観測波信号に基づいて、
前記二次元の観測面内における各測定点での二次元速度ベクトルを算出するベクトル算出
ステップと、前記二次元速度ベクトルの大小に応じた前記有方向性画像の表示サイズを基
本演算式を用いて決定する第１表示サイズ演算ステップと、前記基本演算式とは異なる補
正演算式を用い、前記二次元速度ベクトルが大きくなるほど前記基本演算式による表示サ
イズよりも小さくかつ前記二次元速度ベクトルが小さくなるほど前記基本演算式による表
示サイズよりも大きくなるように前記有方向性画像の表示サイズを決定し、あるいは、前
記二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときには前記基本演算式によるそ
の上限値での表示サイズと等しくかつ前記二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた下限値
以下のときには前記基本演算式によるその下限値での表示サイズと等しくなるように前記
有方向性画像の表示サイズを決定する第２表示サイズ演算ステップと、前記第１表示サイ
ズ演算ステップまたは前記第２表示サイズ演算ステップで決定した前記表示サイズと前記
二次元速度ベクトルとに基づいて、前記基本画像に重ねて表示するための前記有方向性画
像の画像データを生成する画像データ生成ステップとを含むことを特徴とする面内流れ表
示方法をその要旨とする。
【００２７】
　請求項９に記載の発明によると、ベクトル算出ステップでは、観測対象物を観測するた
めの観測波信号に基づいて、二次元の観測面内における各測定点での二次元速度ベクトル
が算出される。そして、第１表示サイズ演算ステップでは、二次元速度ベクトルの大小に
応じた有方向性画像の表示サイズが基本演算式を用いて決定される。さらに、第２表示サ
イズ演算ステップでは、第１表示サイズ演算ステップの基本演算式とは異なる補正演算式
を用いて有方向性画像の表示サイズが決定される。具体的には、第２表示サイズ演算ステ
ップでは、二次元速度ベクトルが大きくなるほど基本演算式による表示サイズよりも小さ
くかつ二次元速度ベクトルが小さくなるほど基本演算式による表示サイズよりも大きくな
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るように有方向性画像の表示サイズが決定される。あるいは、第２表示サイズ演算ステッ
プにおいて、二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときには基本演算式に
よるその上限値での表示サイズと等しくかつ二次元速度ベクトルがあらかじめ定めた下限
値以下のときには基本演算式によるその下限値での表示サイズと等しくなるように有方向
性画像の表示サイズが決定される。その後、画像データ生成ステップでは、第１表示サイ
ズ演算ステップまたは第２表示サイズ演算ステップで決定した表示サイズと二次元速度ベ
クトルとに基づいて、有方向性画像の画像データが生成される。そして、その有方向性画
像の画像データを用いることで、三次元の流れが存在する観測対象物の基本画像に有方向
性画像が重ね合わせて表示される。このようにすると、二次元速度ベクトルのダイナミッ
クレンジに応じて、有方向性画像の表示サイズを第１表示サイズ演算ステップで演算した
サイズと第２表示サイズ演算ステップで演算したサイズとで切り換えることが可能となる
。このため、有方向性画像が大きくなりすぎて、基本画像が見難くなったり、見たい有方
向性画像が重なってベクトルの向きが見難くなったりするといった問題を回避することが
できる。また、有方向性画像が小さくなりすぎてベクトルの方向がわからなくなるといっ
た問題も回避することができる。このように、本発明によれば、観測面内の流れの状態を
わかり易く表示することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上詳述したように、請求項１～７，９に記載の発明によると、観測面内の流れの状態
をわかり易く表示することができる。また、請求項８に記載の発明によると、観測面内の
血流の状態をわかり易く表示することができ、超音波画像診断を迅速に行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】一実施の形態の超音波診断装置を示す概略構成図。
【図２】三次元の血流速度ベクトルを示す説明図。
【図３】観測面内における基本流及び渦流の流れを示す説明図。
【図４】（ａ），（ｂ）は、観測面内における渦流と流れ関数との関係を示す説明図。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、流量関数及び距離流量関数を示す説明図。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、渦流成分と基本流成分との分解を示す説明図。
【図７】基本流成分の流線を示す説明図。
【図８】基本流の速度ベクトルの求め方を示す説明図。
【図９】画像表示処理を示すフローチャート。
【図１０】流速ベクトルの大きさと表示サイズとの関係を示すグラフ。
【図１１】第１の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図１２】測定点と矢印の表示位置との関係を示す説明図。
【図１３】測定点と矢印の表示位置との関係を示す説明図。
【図１４】第２の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図１５】第２の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図１６】第２の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図１７】別の実施の形態における流速ベクトルの大きさと表示サイズとの関係を示すグ
ラフ。
【図１８】別の実施の形態における流速ベクトルの大きさと表示サイズとの関係を示すグ
ラフ。
【図１９】別の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図２０】別の実施の形態での矢印を表示位置を示す説明図。
【図２１】別の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図２２】別の実施の形態での矢印を表示した超音波画像を示す説明図。
【図２３】流速ベクトルの大きさに比例したサイズの矢印を表示した超音波画像を示す説
明図。
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【図２４】流速ベクトルの大きさに比例したサイズの矢印を表示した超音波画像を示す説
明図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
［第１の実施の形態］
　以下、本発明を超音波診断装置に具体化した第１の実施の形態を図面に基づき詳細に説
明する。本実施の形態の超音波診断装置は、面内流れ表示機能を有する面内流れ表示装置
である。
【００３１】
　図１は、本実施の形態の超音波診断装置を示す概略構成図である。図１に示されるよう
に、超音波診断装置１は、装置本体２と、超音波プローブ３とを備えている。装置本体２
には、コネクタ４が設けられ、そのコネクタ４にケーブル５を介して超音波プローブ３が
接続されている。
【００３２】
　超音波プローブ３は、その先端部に超音波振動子６を１次元に多数並べて配列したアレ
イ探触子７を有し、生体組織８（観測対象物）に対して先端部を接触させた状態で超音波
を送受信する。超音波プローブ３は、例えば、リニア式電子走査を行うためのリニアプロ
ーブであり、５ＭＨｚの超音波を直線状に走査する。
【００３３】
　装置本体２は、コントローラ１０、パルス発生回路１１、送信回路１２、受信回路１３
、Ｂモード信号処理回路１４、ドプラ信号処理回路１５、画像処理回路１６、流速ベクト
ル演算回路１７、入力装置１８、メモリ１９、記憶装置２０、ディスプレイ２１を備える
。
【００３４】
　コントローラ１０は、周知の中央処理装置（ＣＰＵ）を含んで構成されており、メモリ
１９を利用して制御プログラムを実行し、装置全体を統括的に制御する。パルス発生回路
１１は、コントローラ１０からの制御信号に応答して動作し、所定周期のパルス信号を生
成して出力する。
【００３５】
　送信回路１２は、超音波プローブ３における超音波振動子６の素子数に対応した複数の
遅延回路（図示略）を含み、パルス発生回路１１から出力されるパルス信号に基づいて、
各超音波振動子６に応じて遅延させた駆動パルスを出力する。各駆動パルスの遅延時間は
、超音波プローブ３から出力される超音波が所定の照射点で焦点を結ぶように設定されて
いる。
【００３６】
　受信回路１３は、図示しない信号増幅回路、遅延回路、整相加算回路を含む。この受信
回路１３では、超音波プローブ３における各超音波振動子６で受信された超音波の反射波
信号（観測波信号としてのエコー信号）が増幅されるとともに、受信指向性を考慮した遅
延時間が各反射波信号に付加された後、整相加算される。この加算によって、各超音波振
動子６の受信信号の位相差が調整される。
【００３７】
　Ｂモード信号処理回路１４は、図示しない対数変換回路、包絡線検波回路、Ａ／Ｄ変換
回路などから構成されている。Ｂモード信号処理回路１４における対数変換回路は反射波
信号を対数変換し、包絡線検波回路は対数変換回路の出力信号の包絡線を検波する。また
、Ａ／Ｄ変換回路は、包絡線検波回路から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換
してそのデジタル信号を画像処理回路１６に出力する。
【００３８】
　ドプラ信号処理回路１５は、受信回路１３で受信された反射波信号に基づいて、高速フ
ーリエ変換等の信号処理により周波数解析を行い、ドプラ効果による血流情報（例えば、
血流の速度、分散等）のデータ信号を生成する。そして、ドプラ信号処理回路１５は、血
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流情報のデータ信号を画像処理回路１６に出力する。
【００３９】
　画像処理回路１６は、Ｂモード信号処理回路１４から出力されるデジタル信号に基づい
て、画像処理を行い断層画像（Ｂモード画像）の画像データを生成する。具体的には、画
像処理回路１６は、輝度変調処理を行うことで、反射波信号の振幅（信号強度）に応じた
輝度の画像データを生成する。また、画像処理回路１６は、ドプラ信号処理回路１５から
出力されるデータ信号に基づいて、画像処理を行いカラードプラ画像の画像データを生成
する。画像処理回路１６で生成された画像データは逐次メモリ１９に転送され記憶される
。なおここでは、観測面の１フレーム分の画像データがメモリ１９に記憶される。
【００４０】
　流速ベクトル演算回路１７（ベクトル算出手段）は、ドプラ信号処理回路１５が生成し
た血流情報のデータ信号を利用して、観測面内における各測定点での血流の流速ベクトル
を求める。そして、各測定点での流速ベクトルのデータをメモリ１９に記憶する。なお、
流速ベクトルも、観測面の１フレーム分のデータがメモリ１９に記憶される。
【００４１】
　コントローラ１０は、そのメモリ１９に記憶された１フレーム分の画像データや流速ベ
クトルのデータを読み出す。そして、コントローラ１０は、それらデータに基づいて画像
表示処理を行い、その処理で得られた画像データをディスプレイ２１に出力する。
【００４２】
　ディスプレイ２１は、画像データに基づいて超音波画像診断用の表示画像（基本画像と
しての超音波画像）を表示する。この表示画像において、生体組織８の断層画像が白黒の
濃淡で表示されるとともに、血流情報に応じたカラードプラ画像が断層画像上にカラー表
示される。具体的には、超音波プローブ３に近づく方向の血流が赤系統の色で表示され、
超音波プローブ３から遠ざかる方向の血流が青系統の色で表示される。さらに、本実施の
形態では、血流の流速ベクトルに対応した矢印（有方向性画像）がその画像に重ね合わせ
て表示される。
【００４３】
　ディスプレイ２１は、例えば、ＬＣＤやＣＲＴなどのカラーディスプレイであり、生体
組織８の超音波画像や、各種設定の入力画面を表示するために用いられる。入力装置１８
は、キーボードやマウス装置などであり、ユーザからの要求や指示、パラメータの入力に
用いられる。
【００４４】
　記憶装置２０は、磁気ディスク装置や光ディスク装置などであり、その記憶装置には制
御プログラム及び各種のデータが記憶されている。コントローラ１０は、入力装置１８に
よる指示に従い、プログラムやデータを記憶装置２０からメモリ１９へ転送し、それを逐
次実行する。なお、コントローラ１０が実行するプログラムとしては、メモリカード、フ
レキシブルディスク、光ディスクなどの記憶媒体に記憶されたプログラムや、通信媒体を
介してダウンロードしたプログラムでもよく、その実行時には記憶装置にインストールし
て利用する。
【００４５】
　次に、本実施の形態において、観測面内における血流の流速ベクトル（二次元の血流速
度ベクトル）を求める手法の一例を説明する。
【００４６】
　まず、図２を用い、血流の速度成分について説明する。図２において、Ｘ方向はリニア
走査される超音波のビーム方向であり、ＸＹ平面がリニア走査の観測面３０（断層面）で
ある。
【００４７】
　実際の血流の速度Ｖ(x,y,z)は三次元ベクトルである。このベクトルＶは、次式（１）
に示されるように、カラードプラ画像の観測面３０の二次元ベクトルＵ(x,y)と、観測面
３０に対して垂直方向（z方向)の速度成分ｗとに分解することができる。
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【数１】

【００４８】
　ここで、ｅzは、観測面３０に垂直方向の単位ベクトルである。
【００４９】
　そして、観測面３０内の二次元ベクトルＵ(x,y)は、次式（２）に示されるように、ビ
ーム方向の成分ｕ(x,y)とビーム方向に対して直角方向の成分ｖ(x,y)とに分解することが
できる。

【数２】

【００５０】
　ここで、ｅｘは、ビーム方向の単位ベクトルであり、ｅｙは、ビーム方向に直交する方
向の単位ベクトルである。
【００５１】
　次に、観測面３０内の二次元ベクトルＵ(x,y)の推定法について説明する。なお、本実
施の形態における観測面３０は、無限の平面ではなく、超音波ビームの走査範囲に対応し
た有限の面領域である。
【００５２】
　図３に示されるように、観測面３０内の流れが、有限の観測面３０内のみの流れである
渦流３１と、観測面３０を通して該観測面３０外の領域との間での流出及び流入がある基
本流３２とに分解される、と仮定する。
【００５３】
　渦流３１及び基本流３２は、本実施の形態の概念を説明するために導入した概念である
。すなわち、この流れの分解では、観測面３０内の流れには、該観測面３０内で閉じて循
環する流れの成分が存在すると仮定し、そのような面内循環流の成分を渦流３１と名付け
る。つまり、本実施の形態における渦流３１は、流体力学における渦(vortex)とはまった
く独立した概念である。そして、観測面３０内の流れ全体から渦流３１を除いた残りを、
基本流３２と呼ぶ。従って、基本流３２は、観測面３０内に対して三次元的に流出入する
成分と、観測面３０と同一平面内の、該観測面３０の外部との間で流出入する成分とを含
んでいる。
【００５４】
　このように、観測面３０内の流れを渦流３１と基本流３２とに分解した場合、上式（２
）のビーム方向の速度成分ｕ(x,y)は、次式（３）のように、渦流３１が担う速度成分ｕs

(x,y)と、基本流３２が担う速度成分ｕb(x,y)との和で表される。

【数３】

【００５５】
　同様に、上式（２）におけるビームに直交する方向の速度成分ｖ(x,y)も、次式（４）
のように、渦流３１が担う速度成分ｖs(x,y)と基本流３２が担う速度成分ｖb(x,y)との和
で表される。

【数４】

【００５６】
　超音波のドプラ効果によって直接測定が可能な速度は、ビーム方向の速度成分ｕ(x,y)
のみである。本実施の形態では、ビーム方向の速度成分ｕ(x,y)の情報（ドプラ信号処理
回路１５で取得した血流情報）に基づき、ビーム方向の渦流３１の速度成分ｕs(x,y)を推
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定する。そして、求めた渦流３１の速度成分ｕs(x,y)を利用することで、ビーム方向と直
交する速度成分のうちの渦流３１の成分ｖs(x,y)、及び基本流３２の成分ｖb(x,y)を推定
する。これら各成分の推定法を、以下に説明する。
【００５７】
　二次元の非圧縮性流体は、流れ関数を用いて流れの状態を記述できる。ここで、観測面
３０内の渦流３１が二次元の非圧縮性流体の流れであると仮定すると、渦流３１のビーム
方向の速度成分ｕsと、ビーム方向に直交する速度成分ｖsは、流れ関数Ｓ(x,y)を用いて
、次式（５）及び（６）で表すことができる（図４参照）。
【数５】

【数６】

【００５８】
　従って、渦流３１のビーム方向の速度成分ｕsが分かれば、流れ関数Ｓ(x,y)は次式（７
）から求められる。
【数７】

【００５９】
　上記流れ関数Ｓ(x,y)は二次元流に関するものである。本実施形態では、この流れ関数
Ｓ(x,y)の考え方を三次元流の中の観測面内の流れに拡張した、流量関数Ｆ(x,y)を用いる
。流量関数Ｆ(x,y)は、上式（７）と同様に、ドプラ法により求めることができるビーム
方向の速度成分ｕ(x,y)を、ビーム方向に直交する方向（ｙ方向）に沿って積分すること
により計算する。すなわち、流量関数Ｆ(x,y)は次式（８）で定義される。

【数８】

【００６０】
　ここでは、図５（ａ）に示すように、観測面３０の領域内に、ビーム方向に平行にｘ軸
を、ビーム方向に直交する方向にｙ軸をとっている。そして、ビーム走査範囲は[ｙ1,ｙ2

]で示される範囲とする。上式（８）の積分は、図５（ａ）において、ｙ軸からの距離が
ｘである直線の積分経路４０に沿って、ｕ(x,y)をｙ＝０からｙ＝ｙまで積分する処理で
ある。具体的な数値計算として、この積分は、ドプラ法で求められる各測定点(x,y)のビ
ーム方向の速度成分ｕの値を、その積分経路４０に沿ってｙ＝０からｙ＝ｙまで足し合わ
せることにより行う。積分経路４０に沿った各測定点(x,y)のビーム方向の速度成分ｕの
分布が曲線４１であるとすると、その積分経路４０に沿った流量関数Ｆ(x,y)は図５（ｂ
）における曲線４２で示される。
【００６１】
　また、ビーム方向に沿って距離ｘの位置にある積分経路４０において、ビーム方向の速
度成分ｕをビーム走査範囲[ｙ1,ｙ2]に渡って距離積分した値を、距離流量関数Ｆr(x)と
定義する。この距離流量関数Ｆr(x)は次式（９）で表される。
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【数９】

【００６２】
　距離流量関数Ｆr(x)は、距離ｘの位置でのビーム方向に垂直な直線を横切る流量（ただ
し、ビーム方向の速度成分ｕのみによるもの）の総計を示す。図５（ｃ）は、距離流量関
数Ｆr(x)の曲線４３の一例を示している。
【００６３】
　次に、このように求めた距離流量関数Ｆr(x)から渦流３１の成分による流量を計算する
。具体的には、まず、距離流量関数Ｆr(x)を、次式（１０）に示されるように、ｕの正の
成分であるｕ+からの寄与Ｆr+と、ｕの負の成分であるｕ-からの寄与Ｆr-とに分解する。
【数１０】

【００６４】
　ここで、渦流３１の流れ関数Ｓを求めるとき、ｕsの正の成分ｕs+からの寄与Ｓ+と、ｕ

sの負の成分ｕs-からの寄与Ｓ-とに分解する。観測面３０内の渦流３１は二次元流と考え
られ、しかも定義上観測面３０の外周の境界線を介して外部との間で流出入がない。この
ため、観測面３０を横切る経路の端点からもう一方の端点までｕsを積分すれば、その結
果はゼロとなる（図４（ｂ）参照）。従って、次式（１１）の関係が成り立つ。

【数１１】

【００６５】
　ここで、観測面３０内の流れのうち、渦流３１の成分が最大であると仮定する。すなわ
ち、ｙ軸から見て距離ｘの経路４０上の流量関数Ｆ(x,y)の曲線において、該経路４０全
体での総流量（具体的には距離流量Ｆr(x)）とは逆向きの流れとなっている区間の流量は
、すべて渦流３１によるものと仮定する。
【００６６】
　この仮定を、図６を用いて説明する。経路４０上のビーム方向の速度成分ｕの分布が、
図６（ａ）の曲線５０に示すようなものであった場合、この経路４０を横切る流れは経路
４０全体で見ればｘ軸の正の方向であるといえる。ここで、この流れのうち、観測面３０
内で循環している渦流３１による流量成分は経路４０全体で総計すれば零になるので、総
流量Ｆr(x)は基本流３２によるものと言える。そして、基本流３２の流れ方向がその経路
４０の全域にわたって同一方向（すなわち総流量の方向）であるとし、これとは逆向きの
流れはすべて渦流３１によるものであると仮定する。つまり、図６（ａ）において、ｕが
負の区間の流量は、渦流３１によるものとする。
【００６７】



(15) JP 2015-73801 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

　なおこの場合、総流量の向きと同一方向の流れ成分による流量よりも、その逆向きの流
れの成分による流量の方が小さいものとなる。従って、次式（１２）の関係が成り立つ。
【数１２】

【００６８】
　ここで、図６に示す具体例のように、流量距離関数Ｆr(x)が正の場合（図６（ｂ）参照
）には、－Ｆr-の値がＦr+の値より小さい（ここでは絶対値同士を比較している）ので、
次式（１３）及び（１４）が成り立つ。
【数１３】

【数１４】

【００６９】
　これは、負方向の流れが渦流３１によるものと見なした場合である。この場合、図６（
ｂ）に示されるように、負方向の流れによる流量Ｆr-が、渦流３１の負方向の成分ｕs-に
よる寄与Ｓ-と等しくなる。ここで、正の流量Ｆr+に対する渦流３１の正の流量Ｓ+の割合
ｋ+を、次式（１５）で定義する。

【数１５】

【００７０】
　ここで、Ｆr+及びＦr-は既知なので、上式（１３）からＳ+の値が決まり、上式（１５
）により割合ｋ+の値が決まる。
【００７１】
　一方、Ｆr(x)が負またはゼロの場合には、Ｆr+が－Ｆr-より小さいか等しいので、次式
（１６）及び（１７）が成り立つ。

【数１６】

【数１７】

【００７２】
　これは、正方向の流れが渦流３１によるものと見なした場合である。この場合は、正方
向の流れによる流量Ｆr+が、渦流３１の正方向の成分ｕs+による寄与Ｓ+と等しくなる。
ここで、負の流量Ｆr-に対する渦流３１の負の流量Ｓ-の割合ｋ-を、次式（１８）で定義
する。この割合ｋ-の値も、上述の割合ｋ+の値と同様の考え方で求めることができる。

【数１８】

【００７３】
　次に、ビーム方向の渦流３１の速度成分ｕs(x,y)及びビーム方向の基本流３２の速度成



(16) JP 2015-73801 A 2015.4.20

10

20

30

40

50

分ｕb(x,y)を推定する。この推定のため、ここでは、観測面３０内で湧出や吸込が一様に
発生していると仮定する。図６に示されるように、流量距離関数Ｆr(x)が正となる場合に
ついて説明する。この場合、上記の仮定の下では、上式（１５）の割合ｋ+は、ビーム方
向の速度成分ｕに対する正の場合の渦流の速度成分ｕsとの割合になる。従って、次式（
１９）が成り立つ。
【数１９】

【００７４】
　従って、上式（３）から、ビーム方向の基本流３２の速度成分ｕbが次式（２０）で表
される。
【数２０】

【００７５】
　以上の計算では、図６（ｃ）に示されるように、正の範囲にあるビーム方向の速度成分
ｕを、渦流３１による成分と基本流３２による成分とに比例配分している。すなわち、図
６（ｃ）では、破線の曲線５５が渦流３１の成分を示し、曲線５０と曲線５５との差分が
基本流３２の成分を示している。
【００７６】
　以上、流量距離関数Ｆr(x)が正の場合について説明したが、流量距離関数Ｆr(x)が負又
は０の場合も同様に考えることができる。すなわち、負の流量Ｆr-に対する渦流３１の負
の流量Ｓ-の割合ｋ-から、ビーム方向の渦流３１及び基本流３２の速度成分ｕs及びｕbは
、次式（２１）及び（２２）で表される。
【数２１】

【数２２】

【００７７】
　上式（１９）または上式（２１）で求めたｕsを用いることで、上式（７）から流れ関
数Ｓ(x,y)が求められる。そして、その流れ関数Ｓを用いることで、上式（６）から渦流
３１のビームに直交方向の速度成分ｖs(x,y)が求められる。
【００７８】
　また、基本流３２についての基本流量関数Ｆbを次式（２３）で定義する。

【数２３】

【００７９】
　すなわち基本流量関数Ｆbは、ビーム方向の速度成分ｕから求めた流量関数Ｆから、渦
流３１の流量を示す流れ関数Ｓを減算したものである。
【００８０】
　距離ｘごとにこの基本流量関数Ｆbが全体（具体的には、距離流量関数Ｆｒ(x)）の５０
％となる点を求めてつないだ曲線を、基本流３２の中央流線と定義する（図７参照）。図
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７に示すように中央流線６０を等レベル線で表示するために、各距離ごとに距離流量関数
Ｆr(x)が単位流量となるように、次式（２４）に従って基本流量関数を正規化する。
【数２４】

【００８１】
　この関数の等レベル線が基本流３２の流線になる。すなわち、例えばＦbn＝０．２を満
足する点を繋げば、流量がＦr(x)の２０％となる流線６１となる。図８に示すように、観
測面３０上の点Ｐでの基本流３２の速度ベクトルＱは、点Ｐを通る基本流３２の流線６３
の接線ベクトルとなる。従って、点Ｐでの流線６３の接線方向とビーム方向とのなす角度
をθとすると、点Ｐでの基本流３２のビーム方向に直交する速度成分ｖbは次式（２５）
で与えられる。
【数２５】

【００８２】
　上式（２５）において、ｕbは上式（２０）又は上式（２２）から既知である。また、
点ＰにおけるＦbnの値を求め、それと同じＦbn値を持つ点Ｐ近傍の点を求めれば、角度θ
は分かる。従って、上式（２５）によりｖbの値が求められる。
【００８３】
　以上のように、超音波のドプラ法で得られるビーム方向の速度成分ｕから、渦流３１の
速度成分(ｕs,ｖs)と基本流３２の速度成分(ｕb,ｖb)が求められる。そして、これら速度
成分が分かれば、上式（４）からビーム方向に直交する方向の速度成分ｖ(x,y)が求めら
れる。さらに、直交方向の速度成分ｖ(x,y)とビーム方向の速度成分ｕ(x,y)と組み合わせ
ることで、観測面３０内の各測定点における血流の二次元の流速ベクトルが求められる。
【００８４】
　本実施の形態の超音波診断装置１では、以上詳述した処理を流速ベクトル演算回路１７
で行うことにより、観測面３０の各測定点における血流の流速ベクトルが求められ、メモ
リ１９に記憶される。そして、コントローラ１０により、メモリ１９に記憶されたデータ
に基づいて画像表示処理が行われる。この結果、断層画像にカラードプラ画像を重ね合わ
せた超音波画像がディスプレイ２１に表示されるとともに、流速ベクトルに応じた矢印が
その断層画像上に表示される。
【００８５】
　次に、本実施の形態の超音波診断装置１で行われる画像表示処理について図９を用いて
説明する。図９の処理は、作業者が入力装置１８を操作して処理開始ボタン（図示略）が
操作されたときに開始される。
【００８６】
　まず、コントローラ１０は、パルス発生回路１１を動作させ、超音波プローブ３による
超音波の送受信を開始させる（ステップ１００）。具体的には、コントローラ１０から出
力される制御信号に応答してパルス発生回路１１が動作し、所定周期のパルス信号が送信
回路１２に供給される。そして、送信回路１２では、パルス信号に基づいて、各超音波振
動子６に対応した遅延時間を有する駆動パルスが生成され、超音波プローブ３に供給され
る。これにより、超音波プローブ３の各超音波振動子６が振動して超音波が生体組織８に
向けて照射される。生体組織８内を伝搬する超音波の一部は、組織境界面などで反射して
超音波プローブ３で受信される。このとき、超音波プローブ３の各超音波振動子６によっ
て反射波が電気信号（反射波信号）に変換される。そして、その反射波信号は、受信回路
１３で増幅等された後、Ｂモード信号処理回路１４及びドプラ信号処理回路１５に入力さ
れる。
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【００８７】
　Ｂモード信号処理回路１４では、対数変換、包絡線検波、Ａ／Ｄ変換といった信号処理
が行われ、デジタル信号に変換された反射波信号が画像処理回路１６に供給される。画像
処理回路１６では、その反射波信号に基づいて、断層画像の画像データを生成するための
画像処理が行われる。
【００８８】
　また、ドプラ信号処理回路１５では、反射波信号に基づいて、高速フーリエ変換等の信
号処理により周波数解析が行われ、ドプラ効果による血流情報（具体的には、血流の速度
、分散等）のデータ信号が生成される。画像処理回路１６では、ドプラ信号処理回路１５
から出力されるデータ信号に基づいて、カラードプラ画像の画像データを生成するための
画像処理が行われる。そして、コントローラ１０は、画像処理回路１６で生成された各画
像データをメモリ１９に一旦記憶する（ステップ１１０）。
【００８９】
　さらに、流速ベクトル演算回路１７では、ドプラ信号処理回路１５で生成された血流の
速度のデータ信号に基づいて、観測面３０内における各測定点での血流の流速ベクトル（
二次元速度ベクトルとしての血流速度ベクトル）が求められる（ベクトル算出ステップ）
。そして、コントローラ１０は、流速ベクトル演算回路１７で求められた流速ベクトルの
データをメモリ１９に一旦記憶する。
【００９０】
　コントローラ１０は、メモリ１９に記憶された各画像データを読み出し、超音波画像の
データを生成してディスプレイ２１に出力する。この結果、血流情報に応じたカラードプ
ラ画像を断層画像上に重ね合わせた超音波画像をディスプレイ２１に表示させる（ステッ
プ１２０）。
【００９１】
　その後、コントローラ１０は、表示モードを選択させるための選択画面をディスプレイ
２１に表示させる（ステップ１３０）。この選択画面には、表示モードの選択ボタンやボ
タン選択を促すメッセージなどが表示されている。そして、作業者は、表示画面を確認し
つつ入力装置１８を操作して、矢印の表示モードを選択する。本実施の形態では、矢印の
表示モードとして、例えば、通常表示モードと圧縮表示モードとを有する。通常表示モー
ドは、流速ベクトルの大きさに対して、リニアなサイズで矢印を表示するモードである。
また、圧縮表示モードは、流速ベクトルの大きさに対して、対数演算による圧縮したサイ
ズで矢印を表示するモードである。
【００９２】
　サイズ選択手段としてのコントローラ１０は、表示モードの選択信号を入力装置１８か
ら取り込み、選択された表示モードを判定する（ステップ１４０）。ここで、通常表示モ
ードが選択されたと判断した場合、コントローラ１０は、通常表示モードで矢印を表示す
るための処理を行う。
【００９３】
　具体的には、コントローラ１０は、超音波画像の表示領域において、複数の測定点にお
ける流速ベクトルをメモリ１９から読み出す。さらに、第１表示サイズ演算手段としての
コントローラ１０は、流速ベクトルの大小に応じた矢印の表示サイズを基本演算式に従っ
て決定する（第１表示サイズ演算ステップとしてのステップ１５０）。本実施の形態の基
本演算式は、表示サイズをＹ（ｍｍ）、流速ベクトルの大きさをＸ（ｃｍ／ｓ）としたと
き、Ｙ＝ＡＸで表される比例式である。但し、Ａは比例定数である。この基本演算式によ
って、流速ベクトルの大小に比例した表示サイズが求められる。そして、画像データ生成
手段としてのコントローラ１０は、矢印の表示サイズと流速ベクトルの方向とに基づいて
矢印の画像データを測定点毎に生成する（画像データ生成ステップとしてのステップ１７
０）。ここでは、流速ベクトルの大きさに比例したサイズであって、流速ベクトルが示す
方向に向く矢印の画像データが生成される。また、矢印の画像データは、矢印の中心位置
（重心）が測定点と一致するように生成される。
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【００９４】
　一方、ステップ１４０において圧縮表示モードが選択されたと判断した場合、コントロ
ーラ１０は、圧縮表示モードで矢印を表示するための処理を行う。具体的には、コントロ
ーラ１０は、超音波画像の表示領域において、複数の測定点における流速ベクトルをメモ
リ１９から読み出す。さらに、第２表示サイズ演算手段としてのコントローラ１０は、流
速ベクトルの大きさに対して、対数圧縮したサイズで矢印の表示サイズを決定する（第２
表示サイズ演算ステップとしてのステップ１６０）。図１０には、流速ベクトルの大きさ
と表示サイズとの関係を示している。図１０では、基準ベクトルに対するデシベル値で表
現した流速ベクトルのｄＢ値を横軸（Ｘ軸）にとり、表示サイズを縦軸（Ｙ軸）にとって
いる。デシベル値とは、基準ベクトルの大きさをＸ０、流速ベクトルの大きさをＸとした
とき、２０ｌｏｇ１０（Ｘ／Ｘ０）で表される値である。なお、基準ベクトルの大きさＸ
０は、例えば２０ｃｍ／ｓである。また、横軸には、デシベル値に加えて、Ｘ／Ｘ０で求
められる倍率（レベル）も表示している。
【００９５】
　ここで、圧縮表示モードにおける矢印の表示サイズの決定方法を詳述する。すなわち、
流速ベクトルの大きさが規定範囲内（例えば、０．２ｃｍ／ｓ以上２０ｍ／ｓ以下の範囲
内）である場合、コントローラ１０は、基本演算式とは異なる補正演算式を用いて、流速
ベクトルに応じた矢印の表示サイズを決定する。本実施の形態における補正演算式は、対
数変換を用いた演算式であり、表示サイズＹ（ｍｍ）は、Ｙ＝Ｂｌｏｇ１０（Ｘ／Ｘ０）
＋Ｃで表される。なお、Ｂは比例定数（例えば８）であり、Ｃは基準サイズ（例えば１０
ｍｍ）である。従って、流速ベクトルが基準ベクトルと同じ大きさである場合、表示サイ
ズは基準サイズの１０ｍｍとなる。この基準ベクトルや基準サイズのデータは、プログラ
ムデータとして記憶装置２０に予め設定される。
【００９６】
　さらに、コントローラ１０は、流速ベクトルが下限値（例えば、０．２ｃｍ／ｓ）未満
である場合、矢印の表示サイズを最小サイズ（例えば、２ｍｍ）とし、流速ベクトルが上
限値（例えば、２０ｍ／ｓ）を超える場合、矢印の表示サイズを最大サイズ（例えば、１
８ｍｍ）としている。このように矢印の表示サイズを決定する場合、流速ベクトルが大き
くなるほど基本演算式による表示サイズよりも小さくかつ流速ベクトルが小さくなるほど
基本演算式による表示サイズよりも大きくなるよう矢印の表示サイズが決定される。そし
て、画像データ生成手段としてのコントローラ１０は、矢印の表示サイズと流速ベクトル
の方向とに基づいて矢印の画像データを測定点毎に生成する（ステップ１７０）。またこ
こで、矢印の画像データは、矢印の中心位置（重心）が測定点と一致するように生成され
る。
【００９７】
　その後、コントローラ１０は、作成した画像データをディスプレイ２１に送る（ステッ
プ１８０）。この結果、超音波画像上において、各測定点での流速ベクトルに応じた矢印
が表示される。この超音波画像上では、血流の流速ベクトルの大きさに応じてサイズの異
なる矢印が流速ベクトルの向きに合わせて表示される。
【００９８】
　本実施の形態において、超音波画像７１上における各矢印７０は、中心位置が横方向及
び縦方向に規則正しく千鳥状となるよう配置されている（図１１等参照）。つまり、本実
施の形態では、図１２に示されるように、各測定点Ｍ１が千鳥状に設定されており、それ
ら測定点Ｍ１と各矢印７０の中心位置（重心）とが一致するように各矢印７０が表示され
ている。図１２では、説明の便宜上、各測定点Ｍ１を図示しているが、図１１に示すよう
な実際の超音波画像７１上では測定点Ｍ１は表示されていない。また、各矢印７０は、カ
ラードプラ画像で用いられる青や赤以外の異なる色でカラー表示される。なお、超音波画
像７１上における各矢印７０の表示間隔（各測定点の間隔）は、例えば診断開始時に表示
される設定画面等にて作業者が入力装置１８を操作することで設定される。
【００９９】
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　矢印７０の表示後、コントローラ１０は、処理終了か否かを判定する（ステップ１９０
）。ここで、コントローラ１０は、処理終了を促す終了ボタンや、矢印の再表示を促す再
表示ボタンをディスプレイ２１に表示させる。そして、作業者によって終了ボタンが選択
されたとき、本処理を終了する。一方、再表示ボタンが選択されたとき、表示モードの選
択画面をディスプレイ２１に表示させ、表示モードを再設定させる。そして、コントロー
ラ１０は、表示モードの選択信号を入力装置１８から取り込んだ後、ステップ１４０に戻
ってステップ１４０～１９０の処理を再度実行する。
【０１００】
　本実施の形態において、流速ベクトルのダイナミックレンジ（ベクトルの最小値と最大
値との比率）が大きい場合に通常表示モードを選択すると、図２３に示されるように、矢
印７０が大きくなりすぎて、超音波画像７１が見難くなる。また、矢印７０が重なって表
示されることで、確認したい測定点での流速ベクトルの向きや大きさが見難くなる。この
ような場合には、圧縮表示モードに切り換えることで、図１１に示されるように、流速ベ
クトルの大きさに応じて対数圧縮されたかたちで矢印７０が表示される。図１１において
は、小さな流速ベクトルから大きな流速ベクトルまでその大きさに応じたサイズで矢印７
０が超音波画像７１上に重ね合わせて表示される。また逆に、流速ベクトルのダイナミッ
クレンジが小さい場合に圧縮表示モードを選択すると、各矢印７０がほぼ同じサイズで表
示されるため、各測定点での流速ベクトルの大きさの変化がわかり難くなる。この場合に
は、通常表示モードに切り換えて各矢印７０を表示すると、流速ベクトルの大きさの変化
が確認し易くなる。
【０１０１】
　従って、本実施の形態によれば以下の効果を得ることができる。
【０１０２】
　（１）本実施の形態の超音波診断装置１では、観測面３０内における血流の流速ベクト
ルのダイナミックレンジに応じて、矢印７０の表示サイズを通常表示モードと圧縮表示モ
ードとで切り換えることができる。このように、矢印７０の表示モードを切り替えること
により、矢印７０が大きくなりすぎて、超音波画像７１が見難くなったり、見たい矢印７
０が重なってベクトルの向きが見難くなったりするといった問題を回避することができる
。また、矢印７０が小さくなりすぎて流速ベクトルの方向がわからなくなるといった問題
も回避することができる。このように、血流の流速ベクトルに応じた矢印７０を超音波画
像７１上に加えることにより、観測面３０内の血流の状態をわかり易く表示することがで
き、超音波画像診断を迅速に行うことが可能となる。
【０１０３】
　（２）本実施の形態の超音波診断装置１では、圧縮表示モードにおいて、流速ベクトル
の大きさについて対数変換し、その変換後の値（ｄＢ値）に応じたサイズで矢印７０を超
音波画像７１上に表示させている。このようにすると、血流の速さに応じて対数圧縮され
たかたちで矢印７０が表示されるので、小さな流速ベクトルから大きな流速ベクトルまで
矢印７０のサイズで確認することができる。従って、ゆっくりと流れる全体的な血流の中
に速い血流の急激な変化がある場合でも、全体的な血流と方向の異なる速い血流とを瞬時
に区別して認識することができる。
【０１０４】
　（３）本実施の形態の超音波診断装置１において、各矢印７０は、中心位置が超音波画
像７１の横方向及び縦方向に規則正しく配置されている。このようにすると、超音波画像
７１において各矢印７０が重ならないように表示することができ、各矢印７０を見易くす
ることができる。
【０１０５】
　（４）本実施の形態の超音波診断装置１において、測定点Ｍ１と矢印７０の中心位置（
重心）とが一致するように各矢印７０が表示されている（図１２参照）。なお、矢印７０
の表示方法としては、図１３に示されるように、測定点Ｍ１と矢印７０の始点とを一致さ
せた状態で表示してもよいが、血流の流速ベクトルが大きくなりその方向が急激に変わる
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場合には、測定点Ｍ１での血流の方向に対して矢印７０の方向がずれてしまうことがある
。これに対して、本実施の形態のように、測定点Ｍ１と矢印７０の中心位置（重心）とを
一致させて各矢印７０を表示すると、測定点Ｍ１での血流の方向を矢印７０の方向によっ
て正確に表示することができる。
［第２の実施の形態］
【０１０６】
　次に、本発明を具体化した第２の実施の形態を図面に基づき説明する。
【０１０７】
　上記第１の実施の形態では、表示モードとして、通常表示モードと圧縮表示モードとを
有していたが、本実施の形態では、それら表示モードに加えて、メインフロー（大きな流
れ）をわかり易く表示するためのメインフロー表示モードを有する。メインフロー表示モ
ードは、心臓内の血流のように短時間に速度及びベクトルの方向が大きく変化する場合（
図１４～図１６参照）に有効な表示モードである。なお、超音波診断装置１の構成は、第
１の実施の形態と同じである。以下には、そのメインフロー表示モードの表示方法につい
て説明する。
【０１０８】
　矢印７０（７０ａ～７０ｃ）の表示モードとしてメインフロー表示モードが選択された
場合、コントローラ１０は、超音波画像７１Ａ（図１４～図１６参照）の表示領域におい
て、複数の測定点における流速ベクトルをメモリ１９から読み出す。そして、コントロー
ラ１０は、流速ベクトルの大きさが規定範囲内である場合、通常表示モードで使用した基
本演算式を用いて、流速ベクトルの大小に応じた矢印７０の表示サイズを決定する。また
、コントローラ１０は、流速ベクトルがあらかじめ定めた上限値以上のときには基本演算
式によるその上限値での表示サイズ（上限サイズ）と等しくなるように矢印７０の表示サ
イズを決定する。さらに、コントローラ１０は、流速ベクトルがあらかじめ定めた下限値
以下のときには基本演算式によるその下限値での表示サイズ（下限サイズ）と等しくなる
ように矢印７０の表示サイズを決定する。
【０１０９】
　そして、コントローラ１０は、矢印７０の表示サイズと流速ベクトルの方向とに基づい
て矢印７０の画像データを測定点毎に生成する。ここで、コントローラ１０は、速度ベク
トルの大きさが上限値以下の規定範囲内である測定点では、あらかじめ決められた規定色
（例えば、緑色や黄色）の画像データを生成する。より詳しくは、コントローラ１０は、
流速ベクトルの大きさが規定範囲内である測定点において、流速ベクトルの大きさが規定
範囲内に設定された基準値（例えば、２０ｃｍ／ｓ）よりも大きい場合に緑色の矢印７０
ａの画像データを生成し、基準値よりも小さい場合に黄色の矢印７０ｂの画像データを生
成する。一方、コントローラ１０は、流速ベクトルの大きさが上限値以上（規定範囲外）
である測定点では、前記規定色とは異なる色（例えば、ピンク色）の矢印７０ｃの画像デ
ータを生成する。
【０１１０】
　その後、コントローラ１０は、作成した画像データをディスプレイ２１に送る。この結
果、図１４～図１６に示されるように、超音波画像７１Ａ上において、各測定点での流速
ベクトルに応じた矢印７０（７０ａ～７０ｃ）が表示される。図１４は、心臓の左心室に
おける収縮期の血流分布を示し、図１５は、左心室内の拡張期の血流分布を示している。
また、図１６は、心房収縮期の血流分布を示している。なお、図１４～図１６の超音波画
像７１Ａ上において、流速ベクトルの大きさが上限値以上の測定点には、黒く塗りつぶし
た矢印７０ｃ（実際はピンク色の矢印）が表示され、規定範囲内である測定点には、白抜
きの矢印７０ａ，７０ｂ（実際は、緑色の矢印７０ａ及び黄色の矢印７０ｂ）が表示され
ている。
【０１１１】
　また、図１４～図１６に示されるように、ディスプレイ２１の表示画面において、超音
波画像７１Ａの下側に、心電図の電気的なグラフ７５が表示されている。そして、心電図
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のグラフ７５には、心臓の活動タイミングを示す表示棒７６が示されている。
【０１１２】
　従って、本実施の形態によれば以下の効果を得ることができる。
【０１１３】
　（１）本実施の形態の超音波診断装置１では、血流の流速ベクトルがあらかじめ定めた
上限値以上のときには上限サイズの矢印７０ｃが表示されるので、矢印７０ｃが大きくな
りすぎて、超音波画像７１Ａが見難くなったり、見たい矢印７０ｃが重なってベクトルの
向きが見難くなったりするといった問題を回避できる。また、血流の流速ベクトルがあら
かじめ定めた下限値以下のときには下限サイズの矢印７０ｂが表示されるので、矢印７０
ｂが小さくなりすぎて流速ベクトルの方向がわからなくなるといった問題を回避すること
ができる。
【０１１４】
　（２）本実施の形態の超音波診断装置１では、血流の流速ベクトルの大きさが規定範囲
内である測定点では、矢印７０（７０ａ～７０ｃ）の大きさに基づいて流速ベクトルの大
きさを確認することができる。また、流速ベクトルの大きさが上限値を超える測定点につ
いては、規定範囲内の矢印７０ａ，７０ｂとは異なる色の矢印７０ｃが表示される。この
ように、矢印７０ｃを表示すると、心臓内のように血流の速さや向きが急激に変わる場合
であっても、その矢印７０ｃ（図１４～図１６では黒く塗りつぶした矢印）の表示領域を
確認することによって、観測面３０内において血流の大きな流れであるメインフローを把
握し易くなる。また、図１６に示される心房収縮期のように、押し込まれた血液による加
速で旋回する渦流が発生した場合でも、比較的流れが速い渦流と、その周辺の比較的流れ
が遅い血流とを瞬時に区別して認識することができる。
【０１１５】
　（３）本実施の形態の超音波診断装置１では、流速ベクトルの大きさが規定範囲内であ
る測定点において、流速ベクトルの大きさが基準値よりも大きい場合は緑色の矢印７０ａ
の画像データが生成され、小さい場合は黄色の矢印７０ｂの画像データが生成されている
。このようにすると、流速ベクトルが基準値よりも大きいか否かを矢印７０ａ，７０ｂの
色に応じて確実に判断することができる。
【０１１６】
　（４）本実施の形態の超音波診断装置１では、この超音波画像７１に加えて、心電図の
電気的なグラフ７５が表示されているので、心臓の活動の様子に合わせて血流の状態を確
認することができ、超音波画像診断をより確実に行うことができる。
【０１１７】
　なお、本発明の各実施の形態は以下のように変更してもよい。
【０１１８】
　・上記第１の実施の形態の超音波診断装置１において、圧縮表示モードでは、対数変換
を用いた所定の補正演算式に従って矢印の表示サイズを決定していたがこれに限定される
ものではない。図１７に示されるように、対数変換を用いた補正演算の演算値（流速ベク
トルのｄＢ値）と表示サイズとの比例関係における比例定数（図１７では各直線の傾き）
を変更可能な機能を設けてもよい。具体的には、例えば、診断開始時に表示される設定画
面等にて作業者が入力装置１８を操作することで、補正演算式における比例定数等を変更
可能に構成してもよい。また、コントローラ１０が、各測定点での流速ベクトルのダイナ
ミックレンジを判定し、それに応じて補正演算式における比例定数等を自動的に変更する
よう構成してもよい。
【０１１９】
　さらに、図１８において点線で示されるように、流速ベクトルの大きさの下限値及び上
限値を変更可能な機能を有していてもよい。具体的には、例えば上限値を調整するための
操作ツマミを入力装置１８に設け、作業者がそのツマミを操作する。このとき、上限値の
変更に伴いピンク色の矢印７０ｃ（図１４～図１６において黒く塗りつぶした矢印）が表
示される領域の面積が変更されるため、流速が大きな領域がどのように分布しているか容
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易に確認することができる。またここで、例えばピンク色の矢印７０ｃが１つだけ表示さ
れるように上限値を調整すると、観測面３０内において流速ベクトルが最大となる位置を
容易に特定することができる。
【０１２０】
　・上記第２の実施の形態において、血流の流速ベクトルが上限値以上である測定点では
、ベクトルの大きさが規定範囲内にある矢印７０ａ，７０ｂの表示色（規定色としての緑
色や黄色）とは異なるピンク色で表示するようにしたが、これに限定されるものではない
。血流の流速ベクトルが下限値以下である測定点についても、規定色とは異なる色（例え
ば、紫色）で表示するように構成してもよい。さらに、血流の流速ベクトルが規定範囲外
（下限値以下または上限値以上）である測定点において、ベクトルの大きさに応じて色を
変えて矢印７０ｃの画像データを生成し、規定範囲外の流速ベクトルの大きさを矢印７０
ｃの表示色によって確認できるよう構成してもよい。このようにしても、観測面３０内に
おける血流の状態をわかり易く表示することができる。
【０１２１】
　・上記各実施の形態において、超音波画像７１，７１Ａ上における各矢印７０の表示間
隔は、例えば診断開始時に表示される設定画面等にて作業者が設定するものであったが、
これに限定されるものではない。各測定点における流速ベクトルの大きさに応じて、コン
トローラ１０が矢印７０の表示間隔を自動で調整するよう構成してもよい。またこの場合
、矢印７０の向きに応じて、矢印７０の表示間隔を調整するように構成してもよい。この
ように構成しても、超音波画像７１において各矢印７０が重ならないように表示すること
ができ、血流の状態を確実に確認することができる。
【０１２２】
　・上記各実施の形態において、平均ベクトル演算手段としてのコントローラ１０が、観
測面３０における各測定点での速度ベクトルを平均化した平均ベクトルを求め、平均ベク
トルに対応する矢印７０の画像データを生成してもよい。この場合、コントローラ１０は
、平均ベクトルの画像データをディスプレイ２１に送ることで、図１９に示されるように
、平均ベクトルを示す矢印７０ｄを超音波画像７１Ａ上に表示させる。心臓内の血流のよ
うに短時間に速度及びベクトルの方向が大きく変化する場合に、図１９のような平均ベク
トルの矢印７０ｄを表示することで、観測面３０内のおおまかな血流の状態を瞬時に確認
することが可能となる。
【０１２３】
　・上記各実施の形態において、観測面３０内全体に矢印７０を表示させるものであった
が、これに限定されるものではなく、血流の観測ポイントを限定し、その観測ポイントの
血流の状態を矢印７０で表示してもよい。この場合、画像位置設定手段としての入力装置
１８を操作することにより、超音波画像７１Ａ上における矢印の表示位置Ｐ１（血流の観
測ポイント）を設定する（図２０参照）。なお、図２０の場合、例えば、始点と終点とを
指定することにより、それら始点及び終点を結ぶ直線上において等間隔に複数の観測ポイ
ントＰ１が設定されている。そして、コントローラ１０は、各観測ポイントＰ１における
流速ベクトルに基づいて、矢印７０の画像データを生成し、その画像データをディスプレ
イ２１に送る。この結果、図２１及び図２２に示されるように、超音波画像７１Ａ上にて
設定した観測ポイントＰ１に矢印７０を表示させる。なお、図２０の超音波画像７１Ａに
おいては、心臓における僧帽弁及び大動脈弁に対応する位置に矢印７０の表示位置Ｐ１を
設定している。図２１の超音波画像７１Ａでは、左心室の収縮期において大動脈弁を介し
て左心室から流出する血流が矢印７０で表示される。また、図２２の超音波画像７１Ａで
は、左心室の拡張期において僧帽弁を介して左心室に入り込む血流が矢印７０で表示され
る。このように観測ポイントＰ１を限定して矢印７０を表示することで、その位置の血流
を直感的に把握することができる。
【０１２４】
　・上記各実施の形態の超音波診断装置１では、観測面３０内で血流の湧出や吸込が一様
に発生していると仮定して、観測面３０内における二次元の流速ベクトルを求めていたが
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、この流速ベクトルの算出方法は適宜変更することができる。例えば、観測面３０内にお
いて湧出や吸込の位置を推定し、その湧出や吸込を反映した形で流速ベクトルを求めても
よい。さらに、画像の取得タイミングをずらして複数の基本画像を取得し、各画像のズレ
量等に基づいて観測面内の二次元速度ベクトルを求めるように構成してもよい。
【０１２５】
　・上記各実施の形態では、面内流れ表示装置として超音波診断装置１に具体化したが、
Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、ＭＲＩ装置などの他の診断装置や、気象や海流などを
観測する観測装置などの他の表示装置に具体化してもよい。また、観測波としては超音波
以外に、電波や電磁波などを用いてもよい。さらに、観測波信号としては、観測対象物に
対して観測波を送信したときの観測対象物からの反射波もしくは透過波の受信信号を用い
てもよいし、観測対象物が自ら発した出力波の受信信号を用いてもよい。
【０１２６】
　具体的には、気象を観測する気象レーダに本発明を適用する場合、アンテナから電磁波
を放射し、反射して返ってくる電磁波を分析する。この結果、二次元の観測面内における
風速や風向きを示す二次元速度ベクトルを算出し、上記各実施の形態と同様に、二次元速
度ベクトルに応じた矢印を表示する。このようにすると、例えば竜巻発生時において竜巻
の風速や風向きの変化をわかり易く表示することができ、竜巻とその周囲の比較的遅い風
の流れとを区別して認識することができる。
【０１２７】
　また、例えば河川の合流地点や海流の合流地点などにおいて水流の変化を観測する観測
装置に本発明を適用してもよい。この場合、超音波センサを用いて超音波を送受信するこ
とで、観測面内における水流を示す二次元速度ベクトルを算出する。そして、上記各実施
の形態と同様に、二次元速度ベクトルに応じた矢印を表示する。このようにすると、水流
の方向や速さが異なるところで発生する渦流（例えば海峡で発生する渦潮）などをわかり
易く表示することができる。このため、渦流とその周囲の水流とを区別して認識すること
ができる。
【０１２８】
　さらには、処理液体の流れの分岐や合流がある製造プラントにおいて処理液体の流れの
変化を観測する観測装置に本発明を適用してもよい。この場合、超音波センサを用いて処
理液体中にて超音波を送受信することで、観測面内における処理液体の二次元速度ベクト
ルを算出する。そして、上記各実施の形態と同様に、二次元速度ベクトルに応じた矢印を
表示する。このようにすると、処理液体の流れの速さや方向をわかり易く表示することが
でき、製造プラントにおける処理を確実に行うことができる。
【０１２９】
　次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した各実施の形態によっ
て把握される技術的思想を以下に列挙する。
【０１３０】
　（１）請求項２において、前記サイズ演算手段は、前記対数変換を用いた補正演算の前
記演算値と前記サイズとの比例関係における比例定数を変更可能な機能を有していること
を特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３１】
　（２）技術的思想（１）において、前記サイズ演算手段は、前記二次元速度ベクトルの
ダイナミックレンジに応じて、前記比例定数を変更することを特徴とする面内流れ表示装
置。
【０１３２】
　（３）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記サイズ演算手段及び前記画像データ生
成手段は、前記二次元速度ベクトルの下限値及び上限値の少なくとも一方を変更可能な機
能を有していることを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３３】
　（４）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記第１表示サイズ演算手段及び前記第２
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表示サイズ演算手段が決定した前記表示サイズのうちのいずれか一方を選択するサイズ選
択手段を備えたことを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３４】
　（５）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記有方向性画像の中心位置が前記超音波
画像の横方向及び縦方向に規則正しく配置するよう複数の前記測定点を選択する測定点選
択手段を備え、前記画像データ生成手段は、前記測定点選択手段が選択した各測定点につ
いて前記有方向性画像の画像データを生成することを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３５】
　（６）技術的思想（５）において、前記測定点選択手段は、前記有方向性画像を表示す
るために選択する前記測定点を変更して前記有方向性画像の配置間隔を調整する機能を有
することを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３６】
　（７）技術的思想（６）において、前記第１表示サイズ演算手段及び前記第２表示サイ
ズ演算手段は、前記有方向性画像の配置間隔に応じて、前記表示サイズにおける上限サイ
ズを調整する機能を有していることを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３７】
　（８）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記第１表示サイズ演算手段は、前記二次
元速度ベクトルの大小に比例して前記有方向性画像の表示サイズを決定し、前記第２表示
サイズ演算手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさについて対数変換を用いた補正演算
を行って前記表示サイズを決定することを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１３８】
　（９）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記第１表示サイズ演算手段及び前記第２
表示サイズ演算手段は、前記二次元速度ベクトルの大きさについて対数変換を用いた補正
演算を行い、その演算値に比例したサイズとなるよう前記表示サイズを決定するものであ
り、前記演算値と前記サイズとの比例関係における比例定数は、前記第１表示サイズ演算
手段における値よりも第２表示サイズ演算手段における値のほうが大きいことを特徴とす
る面内流れ表示装置。
【０１３９】
　（１０）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記各測定点での二次元速度ベクトルを
平均化した平均ベクトルを求める平均ベクトル演算手段を備え、前記画像データ生成手段
は、前記平均ベクトルに対応する有方向性画像の画像データを生成することを特徴とする
面内流れ表示装置。
【０１４０】
　（１１）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記基本画像の表示領域に、前記有方向
性画像の表示位置を設定する画像位置設定手段を備え、前記画像データ生成手段は、前記
画像位置設定手段により設定された表示位置における前記二次元速度ベクトルに基づいて
、前記有方向性画像の画像データを生成することを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１４１】
　（１２）請求項１乃至７のいずれかにおいて、前記有方向性画像が矢印であり、前記画
像データ生成手段は、前記矢印の重心が前記測定点と一致するように前記矢印の画像デー
タを生成することを特徴とする面内流れ表示装置。
【０１４２】
　（１３）請求項８において、前記血流速度ベクトルは、心臓内の血流速度ベクトルであ
り、前記画像データ生成手段が生成した画像データに基づいて、前記有方向性画像として
の矢印をリアルタイムで表示することを特徴とする超音波血流表示装置。
【符号の説明】
【０１４３】
　１…面内流れ表示装置としての超音波診断装置
　８…観測対象物としての生体組織
　１０…第１表示サイズ演算手段、第２表示サイズ演算手段、及び画像データ生成手段と
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してのコントローラ
　１７…ベクトル算出手段としての流速ベクトル演算回路
　３０…観測面
　７０，７０ａ～７０ｄ…有方向性画像としての矢印
　７１,７１Ａ…基本画像としての超音波画像
　Ｍ１…測定点
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